
 

 

広 情 個 審 第 １ ５ 号 

令和元年５月２４日 

 

広島市人事委員会 

委員長 飯田 恭示 様 

広島市情報公開・個人情報保護審査会 

会長 田邊 誠 

 

 

   公文書不開示決定に係る審査請求について（答申） 

 

 

 平成２８年６月９日付け広人委調第２４号で諮問のあったこのことについては、別添の

とおり答申します。 

 （諮問第１６４号関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 

 

別添（情報公開関係 諮問第１６４号事案）                  

 

答   申   書 

 

  諮問のあった事案について、次のとおり答申します。 

 【諮問事案】 

 平成２８年６月９日付け広人委調第２４号の諮問事案（諮問第１６４号事案） 

平成２８年４月１３日付けの公文書開示請求に対し、実施機関が同月２７日付け広人委調第６号で行

った公文書不開示決定に対する同年５月６日付け審査請求 

 

１  審査会の結論 

実施機関は、上記の公文書開示請求（以下「本件開示請求」という。）に対して行った公文書不開

示決定を取り消し、不開示事由の該当性を個別具体的に精査した上で、改めて部分開示決定をすべき

である。 

 

２  審査請求の内容 

  審査請求人（以下「請求人」という。）の審査請求書等における主張は、以下のとおりである。 

 

⑴ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、広島市情報公開条例（平成１３年広島市条例第６号。以下「条例」とい

う。）に基づき、請求人が行った本件開示請求について、実施機関が行った不開示決定を取り消し、

開示するとの決定を求めるというものである。 

 

⑵ 審査請求の理由 

   学校長の処分、特に教科書会社からの謝礼については社会的関心事で公益性が高く全てを開示す

るべきである。 

 

３  実施機関の主張要旨 

  実施機関の説明書等及び口頭意見陳述における主な主張を要約すると、次のとおりである。 

 

不開示決定した情報は、個人に関する情報であるとともに、実施機関が行う人事管理に関する情報

であり、開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第

７条第１号及び第３号に基づき、請求人の求める開示請求は失当と考える。 



 

２ 

 

 

４  審査会の判断理由 

  当審査会としては、必要な調査を行い、条例に則して検討した結果、以下のとおり判断する。 

 

当審査会が見分したところ、本件請求対象文書は、任命権者が実施機関に対して提出した懲戒処分

説明書の写しとその添書からなっており、不開示部分には、被処分者の職及び氏名、処分年月日、処

分の理由等や任命権者の名称が記載されている。 

実施機関は、本件請求対象文書の記載内容は、個人に関する情報であるとともに、実施機関が行う

人事管理に関する情報であり、開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れがあるとして、条例第７条第１号及び第３号に基づき不開示としている。 

しかしながら、本件開示請求が被処分者の職名や処分年月日、処分の内容を特定して行われており、

実施機関が行った本件不開示決定においても、被処分者の職名や処分年月日、処分の内容等を記載し

ていることから、少なくとも、当該記載内容については、開示しない理由は認めることはできず、実

施機関の不開示理由についての検討は不十分であると考える。 

したがって、実施機関は、個人を識別できる情報としての不開示事由の該当性のほか、本件対象文

書を公にすることにより公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるおそれ（具体的な蓋

然性）があるか否か等を個別具体的に精査した上で、たとえ一部であっても不開示事由に該当しない

情報については開示するという原則に基づいて、改めて開示に関する決定を行うべきである。 

 

以上により、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 

 

別紙１ 

審査会の処理経過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

２８．６．９  広人委調第２４号の諮問を受理（諮問第１６４号で受理） 

 

 ３１．２．１９ 

（第１回審査会） 

第２部会で審議 

 ３１．３．２２ 

 （第２回審査会）  

第２部会で審議 

３１．４．９ 

 （第３回審査会） 

第２部会で審議 



 

４ 
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